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(57)【要約】
【課題】法律を遵守しつつも、個人、又は特定の地点に
適した台風に関する有用な情報を端末装置に提供するこ
と。
【解決手段】台風接近に関する情報をユーザに提供する
ための端末装置１０は、所定の台風に関する観測時刻、
該観測時刻における台風の位置、進行速度、進行方向を
含む台風情報を取得する台風情報取得手段１０６と、端
末装置１０の現在位置を特定する現在位置特定手段１０
７と、取得した台風情報を基に、現在時刻における台風
の現在位置を算出し、該台風の現在位置から端末装置１
０の現在位置までの距離を算出する台風位置及び距離算
出手段１０８と、算出された距離を基に表示情報を作成
する表示情報制御手段１０５と、作成された表示情報を
表示する表示手段１０４と、を備える。これにより端末
装置１０を所持するユーザそれぞれの現在位置から台風
の現在位置までの距離に関する情報が提供される。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　台風接近に関する情報をユーザに提供するための端末装置において、
　所定の台風に関する観測時刻、該観測時刻における台風の位置、進行速度、進行方向を
含む台風情報を取得する台風情報取得手段と、
　前記端末装置の現在位置を特定する現在位置特定手段と、
　前記台風情報を基に、現在時刻における台風の現在位置を算出し、該台風の現在位置か
ら前記端末装置の現在位置までの距離を算出する台風位置及び距離算出手段と、
　前記算出された距離を基に表示情報を作成する表示情報制御手段と、
　前記作成された表示情報を表示する表示手段と、を備えることを特徴とする端末装置。
【請求項２】
　前記台風情報取得手段は、さらに防災情報及び交通情報を取得し、
　前記表示情報制御手段は、前記表示情報として防災情報及び交通情報を付加して前記表
示手段に表示する表示情報を作成することを特徴とする請求項１に記載の端末装置。
【請求項３】
　前記表示情報制御手段は、前記端末装置の待受け状態において常時起動されて前記表示
手段に待受け表示される表示情報を作成することを特徴とする請求項１又は請求項２に記
載の端末装置。
【請求項４】
　前記端末装置は、前記台風の現在位置から前記端末装置の現在位置までの距離を、経時
的に距離履歴情報として記憶する履歴情報記憶手段を備え、前記表示情報制御手段は、前
記距離履歴情報を基に台風からの距離の変化を示すデータを作成することを特徴とする請
求項１ないし請求項３の何れか１項に記載の端末装置。
【請求項５】
　台風接近に関する情報をユーザに提供するための端末装置における情報提供方法であっ
て、
　所定の台風に関する観測時刻、該観測時刻における台風の位置、進行速度、進行方向を
含む台風情報を取得し、
　前記端末装置の現在位置を特定し、
　前記台風情報を基に、現在時刻における台風の現在位置を算出し、該台風の現在位置か
ら前記端末装置の現在位置までの距離を算出し、
　前記算出された距離を基に表示情報を作成し、
　前記作成された表示情報を表示手段に表示することを特徴とする情報提供方法。
【請求項６】
　前記端末装置は、前記台風情報を取得する際に、さらに防災情報及び交通情報を取得し
、前記表示情報に前記防災情報及び交通情報を付加することを特徴とする請求項５に記載
の情報提供方法。
【請求項７】
　前記表示情報は、前記端末装置の待受け状態において前記表示手段に待受け表示される
ことを特徴とする請求項５又は請求項６に記載の情報提供方法。
【請求項８】
　前記端末装置は、前記台風の現在位置から前記端末装置の現在位置までの距離を、経時
的に距離履歴情報として記憶し、前記距離履歴情報を基に台風からの距離の変化を示すデ
ータを表示情報とする請求項５なし請求項７の何れか１項に記載の情報提供方法。
【請求項９】
　サーバと端末装置を備え、台風接近に関する情報をユーザに提供するための情報提供シ
ステムにおいて、
　前記端末装置は、所定の台風に関する観測時刻、該観測時刻における台風の位置、進行
速度、進行方向を含む台風情報を前記サーバから取得する台風情報取得手段と、
　前記端末装置の現在位置を特定する現在位置特定手段と、
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　前記台風情報を基に、現在時刻における台風の現在位置を算出し、該台風の現在位置か
ら前記端末装置の現在位置までの距離を算出する台風位置及び距離算出手段と、
　前記算出された距離を基に表示情報を作成する表示情報制御手段と、
　前記作成された表示情報を表示する表示手段と、を備えることを特徴とする情報提供シ
ステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、台風の接近に関する情報をユーザに提供するための端末装置、情報提供方法
、情報提供システムに関し、より詳細には、所定の台風の位置、進行速度、進行方向を含
む台風情報を取得し、この台風情報を基に算出した台風の現在位置から端末装置の現在位
置までの距離を算出して表示する端末装置、情報提供方法、情報提供システムに関するの
である。
【背景技術】
【０００２】
　台風が接近している際には、テレビやラジオ放送を通して気象庁及び気象台が発表する
台風情報や警報、注意報、災害情報等が放送される。個人として台風に備える場合、事前
に家の周辺の補強をしたり、非常用品を整えたりしておくことのほかは、家の中にとどま
ってテレビやラジオ放送に注意を払いながら台風の状況を注視し、台風が通過するのを待
つことが一般的である。そのため、テレビ放送やラジオ放送に釘付けになったり、或いは
１時間ごとに天気予報を見たりと、大変に落着かないものである。しかしながら、テレビ
やラジオ放送の台風情報は広く万人向けのものであるために、「個人」に適した情報を提
供することは難しかった。
【０００３】
　ところで、所定の地点における台風の被害に備えるため、下記特許文献１（特開２００
７－２５６１８３号公報）は、台風情報を取得し、台風の予想進路から、台風の中心と基
準地点との距離を算出し、基準地点における最大風速を算出し、所定の設備に対する災害
発生件数を予測する「台風による災害発生予測システム」を開示している。このシステム
によれば、台風情報をもとに所定の地点における所定の設備に対する災害発生を前もって
予測でき、これにより、設備の復旧人員を適切に決定できた。
【０００４】
　特定の個人に向けて台風に関する情報を提供することも考慮されるが、台風の情報を提
供する際に、気象庁以外の者が台風のように重大な災害の起こる恐れのある旨を警告して
行う予報を発することができないことが法的に定められており、下記の非特許文献２（気
象業務法第２３条）は、「気象庁以外の者は、気象、地震動、火山現象、津波、高潮、波
浪及び洪水の警報をしてはならない。」と定めている。
【０００５】
【特許文献１】特開２００７－２５６１８３号公報
【非特許文献１】気象業務法第２３条　条文
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　上記特許文献１の「台風による災害発生予測システム」の発明は所定の地点における台
風の被害を予測する点では有用ではあるが、個人がテレビ画面やラジオ放送に釘付けにな
ることを防止しながらも、特定の「個人」或いは所定の地点に対する台風の情報を提供し
、個人が容易に台風の情報を把握できるようにするものではなかった。
【０００７】
　また、前述したように、台風の情報を提供する際に、気象庁以外の者が台風のように重
大な災害の起こる恐れのある旨を警告して行う予報を発することができないことが法的に
定められており、上記非特許文献２（気象業務法第２３条）は、「気象庁以外の者は、気
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象、地震動、火山現象、津波、高潮、波浪及び洪水の警報をしてはならない。」と定めて
いる。
【０００８】
　気象庁などから発表される台風情報は、一定の時間前に観測された台風の規模、位置、
進行方向、観測時刻から後の所定時間毎の予想位置などである。台風情報を入手した個人
は、これらの情報から自分にとっての台風の影響を判断する。個人にしとっての台風に関
する関心事は、自分が現在時点で所在する位置に対して台風が接近しているのか、遠ざか
っているのかであり、また、リアルタイムに自分の位置と台風との距離である。
【０００９】
　そこで、本願の発明者は、個人が所持している現在位置を検出する位置検出手段を有す
る携帯電話などの端末装置を用いて、発表される台風情報に基づいて、リアルタイムに台
風と端末装置との距離を算出してその経緯をグラフ等に表示するようになせば、個人に適
した台風情報を提供できることに想到して本発明を完成するに至ったものである。
【００１０】
　すなわち、本発明の目的は、法律を遵守しつつも、個人、又は特定の地点に適した台風
に関する情報を提供することのできる端末装置、情報提供方法、情報提供システムを提供
することである。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　上記課題を解決するために、本発明の請求項１に係る発明は、
　台風接近に関する情報をユーザに提供するための端末装置において、
　所定の台風に関する観測時刻、該観測時刻における台風の位置、進行速度、進行方向を
含む台風情報を取得する台風情報取得手段と、
　前記端末装置の現在位置を特定する現在位置特定手段と、
　前記台風情報を基に、現在時刻における台風の現在位置を算出し、該台風の現在位置か
ら前記端末装置の現在位置までの距離を算出する台風位置及び距離算出手段と、
　前記算出された距離を基に表示情報を作成する表示情報制御手段と、
　前記作成された表示情報を表示する表示手段と、を備えることを特徴とする。
【００１２】
　また、請求項２に係る発明は、請求項１に記載の端末装置に係り、
　前記台風情報取得手段は、さらに防災情報及び交通情報を取得し、
　前記表示情報制御手段は、前記表示情報として防災情報及び交通情報を付加して前記表
示手段に表示する表示情報を作成することを特徴とする。
【００１３】
　また、請求項３に係る発明は、請求項１又は請求項２に記載の端末装置に係り、
　前記表示情報制御手段は、前記端末装置の待受け状態において常時起動されて前記表示
手段に待受け表示される表示情報を作成することを特徴とする。
【００１４】
　また、請求項４に係る発明は、請求項１ないし請求項３の何れかに記載の端末装置に係
り、
　前記端末装置は、前記台風の現在位置から前記端末装置の現在位置までの距離を、経時
的に距離履歴情報として記憶する履歴情報記憶手段を備え、前記表示情報制御手段は、前
記距離履歴情報を基に台風からの距離の変化を示すデータを作成することを特徴とする。
【００１５】
　また、請求項５に係る発明は、
　台風接近に関する情報をユーザに提供するための端末装置における情報提供方法であっ
て、
　所定の台風に関する観測時刻、該観測時刻における台風の位置、進行速度、進行方向を
含む台風情報を取得し、
　前記端末装置の現在位置を特定し、
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　前記台風情報を基に、現在時刻における台風の現在位置を算出し、該台風の現在位置か
ら前記端末装置の現在位置までの距離を算出し、
　前記算出された距離を基に表示情報を作成し、
　前記作成された表示情報を表示手段に表示することを特徴とする。
【００１６】
　また、請求項６に係る発明は、請求項５に記載の情報提供方法に係り、
　前記端末装置は、前記台風情報を取得する際に、さらに防災情報及び交通情報を取得し
、前記表示情報に前記防災情報及び交通情報を付加することを特徴とする。
【００１７】
　また、請求項７に係る発明は、請求項５又は請求項６に記載の情報提供方法に係り、
　前記表示情報は、前記端末装置の待受け状態において前記表示手段に待受け表示される
ことを特徴とする。
【００１８】
　また、請求項８に係る発明は、請求項５ないし請求項７の何れかに記載の情報提供方法
に係り、
　前記端末装置は、前記台風の現在位置から前記端末装置の現在位置までの距離を、経時
的に距離履歴情報として記憶し、前記距離履歴情報を基に台風からの距離の変化を示すデ
ータを表示情報とする。
【００１９】
　また、請求項９に係る発明は、
　サーバと端末装置を備え、台風接近に関する情報をユーザに提供するための情報提供シ
ステムにおいて、
　前記端末装置は、所定の台風に関する観測時刻、該観測時刻における台風の位置、進行
速度、進行方向を含む台風情報を前記サーバから取得する台風情報取得手段と、
　前記端末装置の現在位置を特定する現在位置特定手段と、
　前記台風情報を基に、現在時刻における台風の現在位置を算出し、該台風の現在位置か
ら前記端末装置の現在位置までの距離を算出する台風位置及び距離算出手段と、
　前記算出された距離を基に表示情報を作成する表示情報制御手段と、
　前記作成された表示情報を表示する表示手段と、を備えることを特徴とする。
【発明の効果】
【００２０】
　上記の構成により本発明は、下記に説明する優れた効果を奏する。すなわち、請求項１
に記載の端末装置の発明によれば、取得した台風情報（現在時刻より前である観測時刻、
その観測時刻における台風の位置、進行速度、進行方向）を基にして現在時刻における台
風の現在位置を算出し、さらにそこから端末装置の現在位置までの距離を算出し、表示情
報を作成して表示することができる。これにより、特に端末装置を所持するユーザそれぞ
れの現在位置から台風の現在位置までの距離に関する情報を提供することができ、より個
人に適した台風に関する有用な情報を、気象に関する法律を遵守するという要件を満たし
て提供することが可能となる。
【００２１】
　また、請求項２に記載の発明によれば、端末装置を所持するユーザそれぞれの現在位置
から台風の現在位置までの距離に関する情報を提供するだけでなく、防災情報や交通情報
等を提供することによって、ユーザが台風に備えるのに役立つ情報を提供することが可能
となる。
【００２２】
　また、請求項３に記載の発明によれば、端末装置の待受け状態のときにユーザそれぞれ
の現在位置から台風の現在位置までの距離に関する情報、及び防災情報や交通情報等を表
示手段に表示することが可能となる。これによりユーザは端末装置の表示画面を見れば容
易に台風の接近等の様子を把握することが可能となる。
【００２３】
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　また、請求項４に記載の発明によれば、端末装置を所持するユーザそれぞれの現在位置
から台風の現在位置までの距離の履歴を表示手段に表示することが可能となる。距離の履
歴は、台風が通過したかどうか、つまり台風がユーザの位置に近づいているのか遠ざかっ
ているのかを示しており、ユーザはこの履歴を視認することで台風の接近状況を把握する
ことができる。
【００２４】
　また、請求項５ないし請求項８に記載の発明によれば、請求項１ないし請求項４に記載
の発明と同様の効果を奏する情報提供方法を提供できる。また、請求項９に記載の発明に
よれば、請求項１に記載の発明と同様の効果を奏する情報提供システムを提供できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２５】
　以下、本願発明を実施するための最良の形態を、図面を参照して詳細に説明する。ただ
し、以下に示す実施形態は、本発明の技術思想を具体化するための端末装置、情報提供方
法、及び情報提供システムとして携帯電話機を例示して説明するものであって、本発明を
この携帯電話機に特定することを意図するものではなく特許請求の範囲に示した技術思想
を逸脱することなくその他の端末装置、情報提供方法、及び情報提供システムにも等しく
適用し得るものである。
【実施例】
【００２６】
　本発明の実施例にかかる携帯電話機１０とその動作を、図１～図５を参照して説明する
。なお、図１は、本実施例の携帯電話機の内部ブロック図である。図２は、本実施例の携
帯電話機の動作を示すフローチャートである。図３は、気象庁から発表される台風情報の
一例を示す図である。図４は、台風情報に基づいて台風の現在位置から携帯電話機の現在
位置までの距離の算出方法を示す図である。図５は、携帯電話機の表示手段に表示された
画面の一例を示す図である。
【００２７】
　携帯電話機１０は、制御手段１０１、通信手段１０２、通話制御手段１０３、表示手段
１０４、表示情報制御手段１０５、台風情報取得手段１０６、現在位置特定手段１０７、
台風位置及び距離算出手段１０８、履歴情報記憶手段１０９を備えて構成される。
【００２８】
　制御手段１０１は、不図示のＣＰＵ、ＲＯＭ、ＲＡＭを備えたマイクロプロセッサから
構成され、ＲＯＭ、ＲＡＭに記憶されている各種プログラムをＣＰＵにおいて実行するこ
とによって、携帯電話機１０の各部の動作を制御するものである。
【００２９】
　通信手段１０２は、携帯電話機１０が基地局等と通信を行うため、アンテナ、通信信号
の送受信手段、通信信号の変復調手段等を備えて構成されている。また、通話制御手段１
０３は、音声コーデック等の手段を備え、通信信号を音声信号に変換したり、音声信号を
通信信号に変換したりする。表示手段１０４は、液晶ディスプレイユニット等から構成さ
れており、表示情報制御手段１０５において編集された画像を表示するためのものである
。表示情報制御手段１０５は、後述する方法によって算出された台風の現在位置から携帯
電話機１０の現在位置までの距離を表示手段１０４に表示可能な画像データに編集するも
のである。
【００３０】
　台風情報取得手段１０６は、携帯電話機１０がインターネット上のサーバに接続し、必
要な台風情報の取得要求を送信するとともに、必要な台風情報を受信するためのものであ
る。受信する台風情報としては、本実施例では、観測時刻、その観測時刻における台風の
位置、進行速度、進行方向である。台風情報取得手段１０６は或いは、サーバから台風情
報全体を取得し、必要な台風情報のみを抽出するようにしてもよい。
【００３１】
　図３は、気象庁から発表される台風情報３００の一例を示す図であり、観測日時（参照
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符号３０１の部分）、台風の位置（緯度、経度：参照符号３０２の部分）、進行方向、進
行速度（参照符号３０３の部分）を含んでいる。台風情報の発表時点は観測日時から一定
の時間だけ後になる。従って、現在時刻における台風の位置は、発表された台風情報中の
台風の進行速度、進行方向と観測日時から現在時刻までの時間により算出することができ
る。
【００３２】
　一方、携帯電話機１０の現在位置、現在時刻は現在位置特定手段１０７により算出され
る。現在位置特定手段１０７は、ＧＰＳ衛星からの信号を受信し、携帯電話機１０の現在
位置を緯度、経度で算出するものである。
【００３３】
　現在位置特定手段１０７は、ＧＰＳ衛星からの信号を受信し、携帯電話機１０の現在位
置を緯度、経度で算出するものである。
【００３４】
　台風位置及び距離算出手段１０８は、台風情報取得手段１０６において取得された台風
情報に基づいて、まず（１）台風の現在位置を算出し、次いで（２）台風の現在位置から
携帯電話機１０の現在位置までの距離を算出する。なお、この計算方法については後ほど
詳述する。
【００３５】
　履歴情報記憶手段１０９は、台風の現在位置から携帯電話機１０の現在位置までの距離
の変化を履歴情報として記憶しておき、この履歴情報は表示情報制御手段１０５において
グラフ等の画像に編集された後に表示手段１０４に表示される。
【００３６】
　次に、携帯電話機１０における各部の動作について図２のフローチャートを参照して説
明する。本実施例における台風情報提供方法は、携帯電話機１０の待受けアプリケーショ
ンプログラムとして提供され、このプログラムを起動させると、携帯電話機１０の待受け
時に実行される。この台風情報提供方法において、携帯電話機１０は、所定時間間隔毎（
例えば１０分毎）にサーバに接続して台風情報を取得する構成になっているため、まずス
テップＳ２０１において、携帯電話機１０の制御手段１０１は、所定時間経過したか否か
を判別する。所定時間が経過していなければ、ステップＳ２０３の処理に進む。所定時間
が経過していれば、ステップＳ２０２の処理に進み、携帯電話機１０の台風情報取得手段
１０６は通信手段１０２を介してサーバ（図示せず）に送信する。
【００３７】
　携帯電話機１０から台風情報取得要求を受信したサーバは、所定の台風に関する台風情
報３００を携帯電話機１０に送信する。この台風情報３００は、例えば図３に示すような
テキスト形式で提供され、タイトル部分、概要部分、本文から構成される。台風情報がな
い場合には、何も返信をしないか或いは台風情報が存在しない旨を携帯電話機１０に返信
する。
【００３８】
　携帯電話機１０は、続くステップＳ２０３において、サーバから台風情報を受信したか
否かを判断する。台風情報がない場合には、処理を終了する。台風情報が存在する場合に
は、ステップＳ２０４の処理に進み、所定時間経過したか否かが判断される。所定時間が
経過した場合はステップＳ２０５の処理に進み、所定時間が経過していない場合はステッ
プＳ２０６の処理にすすむ。ステップＳ２０５において、現在位置特定手段１０７が携帯
電話機１０の現在位置を特定する。
【００３９】
　これは通常は、携帯電話機１０に備え付けられたＧＰＳ測位手段等を使用することによ
って行われ、現在位置の緯度、経度を特定する。これによって、携帯電話機１０及びその
所持者が移動しているような場合でも定期的に現在位置を特定することができ、現在位置
にふさわしい台風情報を提供することが可能となる。なお、この現在位置の特定は例えば
、３０秒毎、１分毎に行われるが、これらの時間間隔に限られるものではない。
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【００４０】
　ステップＳ２０６において、台風位置及び距離算出手段１０８は、サーバから取得した
台風情報３００から台風の現在位置を取得するための情報を抽出する。台風情報３００は
通常、ある程度の定型文で発表されるため、必要な情報を容易に抽出することができる。
台風の現在位置を取得するためには、観測時刻、観測時刻における所定の台風の位置、進
行速度、進行方向が必要である。台風位置及び距離算出手段１０８はまず、観測時刻のデ
ータを抽出する。
【００４１】
　時刻のデータとしては台風情報３００には「１５時５０分」と「１５時」（３０１の部
分）があるが、このうち「１５時５０分」は発表時刻であるので、この時刻より前である
「１５時」が観測時刻であるとみなされる。台風位置及び距離算出手段１０８は次いで、
観測時刻における台風の位置を抽出する。これは台風情報３００の本文中に、「北緯２６
度１０分、東経１３５度５５分」（３０２の部分）とあるように、北緯○○、東経△△と
いった緯度経度の表現から特定することができる。さらに、「キロの速さ」（３０３の部
分）から台風の速度を抽出することができる。加えて、台風の進行方向は、「北西へ」（
３０３の部分）のように、八方位、十六方位、或いは「北より」のような方角を示す語彙
から特定することができる。
【００４２】
　上記のようにして台風位置及び距離算出手段１０８はサーバから取得した台風情報を基
にまず台風の観測時刻、観測時刻における位置、進行速度、進行方向を抽出する。なお、
上記には、テキスト形式の台風情報をサーバから取得し、携帯電話機１０の側において必
要な位置情報を抽出する場合について説明したが、例えば携帯電話機１０からの台風情報
取得要求に応じてサーバ側で台風情報から必要な情報を抽出し、携帯電話機１０に返信す
るようにしてもよい。
【００４３】
　続いて台風位置及び距離算出手段１０８は、同じステップＳ２０６において、台風情報
３００から抽出された情報を基に、台風の現在位置を算出する。所定の台風の現在位置の
算出方法を特に図４を参照して説明する。図４において、台風情報から抽出した結果であ
る観測時刻における台風の位置はＴａで示されており、この地点から現在時刻まで移動し
た地点Ｔが台風の現在位置と考えられる。例えば、台風が「１５：００」に「北緯２６度
１０分、東経１３５度５５分」にあり、３０ｋｍ／ｈの速さで「北西へ」進んでいるなら
、現在時刻が１６時２０分である場合、中分緯度航法を使用して、台風の現在位置は、「
北緯２６度２５分、東経１３５度３７分」と算出することができる。
【００４４】
　台風位置及び距離算出手段１０８は、台風の現在位置Ｔから携帯電話機１０の現在位置
Ｐまでの距離を球面三角法の公式を用いて求める。例えば、現在位置Ｐが、現在位置特定
手段１０７によって、「北緯３６度３８分、東経１３９度２分」と特定されている場合、
台風の現在位置Ｔから現在位置Ｐまでの距離は、１１８０．０ｋｍとなる。
【００４５】
　携帯電話機１０は、ステップＳ２０７において上記のように台風の現在位置から携帯電
話機１０の現在位置までの距離を算出すると、続くステップＳ２０８の処理に移行する。
また、この際に、台風位置及び距離算出手段１０８において算出された距離情報は履歴情
報記憶手段１０９に距離の履歴として記憶される。ステップＳ２０８では、算出された距
離情報を基に、表示情報制御手段１０５が携帯電話機１０の表示手段１０４に表示する画
像を作成・編集し、ステップＳ２０９において編集された画像を表示手段１０４に表示す
る。図５には携帯電話機１０の表示手段１０４である液晶表示パネル５１０に台風の現在
位置から携帯電話機１０の現在位置までの距離と、その距離の履歴が、グラフ等の視認し
やすい方法で表示された状態が示されている。
【００４６】
　なお、図５の液晶表示パネル５１０に表示されたグラフでは、横軸を時刻、縦軸を台風
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の現在位置から携帯電話機１０の現在位置までの距離として表示しており、この場合、図
５（ａ）では台風が徐々に近づいている状態を容易に判断することができ、図５（ｂ）で
は、１５時頃に台風情報が変更され、台風の現在位置を算出するための基準位置が変更さ
れたので、不連続なグラフとなっており、変更後は台風が遠ざかり始めている状態を把握
することができる。
【００４７】
　ステップＳ２０９の処理を終えると、ステップＳ２０１～ステップＳ２０９の処理を繰
り返して行い、定期的に台風情報を取得し、携帯電話機１０の現在位置を取得し、台風の
現在位置を計算し、結果を表示する。
【００４８】
　なお、上記の説明においては、台風情報取得手段１０６がサーバから台風情報のみを取
得する場合について説明したが、サーバから取得する情報は台風情報のみに限られるわけ
ではなく、例えば、防災情報、交通情報等を含んでいてもよく、これら取得した情報を表
示情報制御手段１０５によって編集し、表示手段１０４の画面の一部分にテロップとして
表示してもよい。また、台風の距離によっては、例えば、台風がまだ遠くに位置している
場合には、防災用品の広告をサーバから受信して表示手段１０４に表示するようにしても
よい。
【００４９】
　また、上記実施例では、端末装置として携帯電話機を例示して説明したが、本発明はこ
れに限られるものではなく、例えば、端末装置をパーソナルコンピュータとして、コンピ
ュータに位置情報を登録し、或いは他の位置情報取得手段を接続したりすることにより現
在位置を特定できるようにし、上記のプログラムをコンピュータ画面のガジェットで実行
できるようにしてもよい。
【産業上の利用可能性】
【００５０】
　この待ち受けアプリは、ナビゲーションシステムの端末装置が備えているナビゲーショ
ンアプリの一機能として組み入れても良い。また、端末装置としてはパーソナルコンピュ
ータを用いることもでき、パーソナルコンピュータのガジェットで実施することもできる
。この場合、パーソナルコンピュータの位置情報は設置場所の位置を予め登録しておけば
よい。また、台風との間の距離が遠い場合は、防災用品の広告を挿入しても良い。
【図面の簡単な説明】
【００５１】
【図１】図１は、本実施例の携帯電話機の内部ブロック図である。
【図２】図２は、本実施例の携帯電話機の動作を示すフローチャートである。
【図３】図３は、気象庁から発表される台風情報の一例を示す図である。
【図４】図４は、台風情報に基づいて台風の現在位置から携帯電話機の現在位置までの距
離の算出方法を示す図である。
【図５】図５は、携帯電話機の表示手段に表示された画面の一例を示す図である。
【符号の説明】
【００５２】
１０　　　　携帯電話機
１０１　　　制御手段
１０２　　　通信手段
１０３　　　通話制御手段
１０４　　　表示手段
１０５　　　表示情報制御手段
１０６　　　台風情報取得手段
１０７　　　現在位置特定手段
１０８　　　台風位置及び距離算出手段
１０９　　　履歴情報記憶手段
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